
総社市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和５年３月２３日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１３号 

 

総社市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 

総社市農業集落排水処理施設条例（平成１７年総社市条例第１８２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（使用料の算定方法） 

第１４条 排水処理施設の１箇月の使用料の額は，次の各号に定めるところ

により算定した額に，それぞれ１００分の１１０を乗じて得た額とする。

この場合において，確定金額に１円未満の端数があるときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。 

(１)及び(２) 略 

２ ４月１日から翌年の３月３１日までの間における前項第１号の人数割

の算定の基準となる人数は，原則として毎年４月１日（４月１日後の使用

の開始等のときは，使用の開始等の日）現在の使用人数とする。ただし，

４月２日から翌年の２月末日までの間において使用人数に変更を生じた

場合における人数割の算定の基準となる人数は，変更後の使用人数とし，

当該変更が生じた日の属する月の翌月以降の人数割の算定の基準となる

人数とする。 

３ 略 

 

 

（使用料の算定方法） 

第１４条 排水処理施設の１箇月の使用料の額は，次の各号に定めるところ

により算定した額に，それぞれ１００分の１１０を乗じて得た額とする。

この場合において，確定金額に１０円未満の端数があるときは，その端数

金額を切り捨てるものとする。 

(１)及び(２) 略 

２ 前項第１号の人数割の算定の基準となる人数は，原則として毎年４月１

日（４月１日後の使用の開始等のときは，使用の開始等の日）現在の数と

する。 

 

 

 

 

３ 略 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，改正後の総社市農業集落排水処理施設条例（次項において「新条例」という。）第１４条第１項

の規定は，令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 新条例第１４条第１項の規定は，令和５年１０月１日以後に額を確定する使用料から適用し，同日前に額が確定した使用料については，なお従前の例

による。 


